
 

 

議案第５８号 

   損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

  令和８年（２０２６年）５月２２日提出               

宝塚市長 森  臨太郎      

 

宝塚市は、次のとおり市立学校の部活動により生じた損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

令和７年（２０２５年）１１月１１日、宝塚市長尾町６０番１外地内の相手方所

有の温室の天井ガラスが破損していたため、その原因を調査したところ、隣接する

宝塚市立長尾中学校の野球部の部活動指導の際、同校の教職員が同野球部所属の生

徒に対し、学校敷地外へボールが飛び出さないよう指導するなどの適切な対応が徹

底できていなかったため、同生徒が打撃した軟式野球ボールが学校敷地外へ飛び出

して同温室の天井ガラスに接触し、当該天井ガラスが破損したことが判明した。こ

の原因による事故は、同日までに複数回発生していたことを確認した。 

これらの事故は、市立学校の教職員の過失によるものと認められるので、その損

害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

  金７８６，５００円 

３ 賠償の相手方 

  あああああああああああああ 

   あああああああ 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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議案第  号 

   損害賠償の額の決定について 

 損害賠償の額の算定方法 

賠償の金額の内訳 

 (1) 天井ガラスの修繕費用        786,500円 

 (2) 過失による市の負担割合     100% 

 (3) 市の相手方に対する賠償金額 786,500円 





〈写真台帳〉 
 

 
                      
 
 

 


